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６－1）申請はいつまでに行う必要がありますか？

補助対象車両を購入し、一般社団法人次世代自動車振興センターで補助金の手続

きが完了した後、センターが発行する「補助金交付決定通知書兼補助金の額の確

定通知書」の発行日の属する年度の３月３１日までに、必要書類を添えて申請し

てください。

なお、予算が上限に達した場合は、市ホームページでお知らせします。


